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弁
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税
収
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
「
国
や
地
方
自
治
体
の
徴
税
に
よ
る
収
入
（
出
典

広
辞
苑
）
」
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し

て
い
る
。
な
お
、
御
指
摘
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
は
、
租
税
の
徴
収
に
よ
り
、
民
間
部
門
か
ら
政
府
部
門
に
資
金
が
移

転
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。


